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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
裁
判
官
規
則
」
（
二
）

坂

田

仁

スウェーデン「裁判官規則」（二）

は
じ
め
に

　
法
学
研
究
七
一
巻
一
〇
号
に
お
い
て
現
行
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国

法
典
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
裁
判
官
規
則
」
の
全
訳
を
試
み
た
。
そ

れ
は
、
ペ
ト
リ
が
一
五
三
〇
年
頃
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
も
の
と
、
現

行
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
法
典
に
採
録
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
ロ
デ
ー
ロ

版
と
を
対
比
し
て
、
翻
訳
紹
介
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
題
で
、

筆
者
は
裁
判
官
規
則
（
以
下
規
則
と
略
称
す
る
。
）
が
』
四
世
紀

以
前
の
地
方
法
典
（
［
き
房
ざ
冨
一
罐
貰
）
の
時
代
か
ら
存
在
し
て

（
1
）

い
る
。
」
と
述
べ
た
。

　
今
回
は
、
自
ら
の
非
力
を
省
み
ず
、
誤
り
の
伴
う
こ
と
を
承
知
の

上
で
、
そ
の
最
も
古
い
と
さ
れ
る
規
則
の
解
題
と
翻
訳
と
い
う
よ
り

は
そ
の
大
意
の
紹
介
と
を
、
現
在
筆
者
の
手
元
に
あ
る
資
料
に
基
づ

い
て
行
う
こ
と
に
し
た
。

　
資
料
と
し
て
は
、

　
U
出
φ
O
o
≡
霧
鱒
O
●
○
』
ω
〇
三
旨
o
ぴ
O
o
∈
霧
ご
ユ
ω
ω
一
お
o
－

鵬
0
8
盆
日
四
日
δ
三
w
く
o
一
」
鴇
O
o
α
①
図
一
仁
ユ
ω
く
①
ω
q
o
鵬
o
ロ
9

≦
①
ω
品
α
母
目
一
認
o
戸
ω
8
良
『
〇
一
ヨ
一
一
〇〇
曽
）
N
●
＝
”
畠
鵬
ω
霞
α
日
●

層
℃
』
O
㌣
N
謹
．

及
び
、

　
2
碧
’
ω
Φ
畠
B
四
P
＜
紳
簿
ヨ
巴
①
三
α
四
α
o
B
巽
Φ
お
笹
R
曽
＞
同
犀
一
く

ま
同
コ
o
こ
一
葵
固
一
〇
一
〇
讐
曽
Z
賓
ま
こ
負
切
F
oo
ρ
お
一
〇〇
矯
一
仁
口
α
）
℃
℃
。

一
〇
“
1
一
①
O
。

を
対
比
し
て
使
用
す
る
。
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解
　
題

　
一
、
資
料

　
古
代
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
法
の
運
用
は
す
べ
て
口
承
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
法
律
の
伝
承
も
口
承
に
よ
っ
て
い
た
。

テ
ィ
ン
グ
に
集
う
民
衆
に
対
し
て
正
確
に
伝
承
さ
れ
た
法
律
を
示
す

こ
と
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ラ
ー
グ
マ
ン
の
基
本
的
な
職
責
で
あ
っ
た
。

古
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
職
務
は
、
法
律
を
語
り
、
法
律
を
見
分
け
、

法
律
を
与
え
る
、
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
法
律
を
語
る
と
い
う
の
は
、

毎
年
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
法
律
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は

二
一
〇
〇
年
代
の
ロ
ー
マ
法
王
の
書
簡
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
法
律
を
見
分
け
る
と
い
う
の
は
、
テ
ィ
ン
グ
の
民
衆
の
面

前
で
裁
判
が
行
わ
れ
る
と
き
、
事
件
に
適
用
す
べ
き
法
律
を
し
め
す

こ
と
を
い
う
。
法
律
を
与
え
る
と
い
う
の
は
、
権
威
あ
る
方
法
で
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

イ
ン
グ
の
下
し
た
決
定
を
公
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
口
承
に
よ
る
法
律
の
継
承
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来
と
と
も
に
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
、
文
書
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ロ
ー
マ
教
会
は
そ
の
成
立

の
初
期
か
ら
文
書
に
よ
る
法
源
、
例
え
ば
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典

や
デ
ィ
ゲ
ス
タ
な
ど
を
活
用
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
一

四
〇
年
代
に
は
U
①
R
①
ε
目
O
轟
鉱
き
一
法
令
集
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で

編
纂
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
影
響
下
に
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
北
欧
の
各

国
に
法
律
の
文
書
記
録
化
が
起
こ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
こ
の
面

で
は
北
欧
諸
国
の
中
で
最
も
遅
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
一

二
二
〇
年
代
に
編
纂
さ
れ
た
の
が
「
古
西
ヨ
ー
タ
法
（
ど
身
Φ
く
舘
・

鼠
9
巴
詔
2
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ビ
ル
ィ
ェ
ー
ル
・
ヤ
ー
ル

（
国
樋
R
富
邑
の
兄
で
あ
る
、
当
時
西
ヨ
ー
タ
ラ
ン
ド
で
活
動
し

て
い
た
ラ
ー
グ
マ
ン
の
、
エ
ス
キ
ル
・
マ
グ
ヌ
ッ
ソ
ン
（
国
ω
箆
一

匡
謎
壼
器
目
）
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
も
古
い

古
西
ヨ
ー
タ
法
は
、
現
在
そ
の
断
片
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
現
在
完

本
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
一
二
八
O
年
頃
編
纂
さ
れ
た
写
本
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
の
ち
に
「
新
西
ヨ
ー
タ
法
」
の
編
纂

が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
他
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
各
地
方
ご
と
に

そ
の
地
方
の
法
律
の
編
纂
、
文
書
記
録
化
が
行
わ
れ
、
「
東
ヨ
ー
タ

法
」
、
「
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
」
、
「
ヴ
ェ
ル
ム
ラ
ン
ド
法
」
な
ど
が
成
立

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
通
称
が
「
地
方
法
典
（
一
き
房
惹
冨
－

一
濃
巽
）
」
で
あ
る
。

　
裁
判
官
規
則
の
最
も
古
い
も
の
は
上
記
の
西
ヨ
ー
タ
法
に
付
属
す

る
と
い
う
指
摘
と
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
に
付
属
す
る
と
い
う
指
摘
が
存

　
（
4
）

在
す
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
引
用
し
た
二
つ
の
資
料
が
そ
の
違
い
を
示

　
　
（
5
）

し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
西
ヨ
ー
タ
法
に
か
か
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
に
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スウェーデン「裁判官規則」（二）

関
す
る
解
説
は
、
コ
リ
ン
、
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
が
行
っ
て
い
る
。
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

リ
ィ
タ
ー
ら
の
編
纂
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
古
法
全
集
の
第
一
巻
「
西

　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ヨ
ー
タ
法
」
の
中
に
原
文
及
び
そ
の
考
証
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
裁

判
官
規
則
は
、
西
ヨ
ー
タ
法
本
文
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
著
者
不
明
の
様
々
な
記
録
」
の
第
一
二
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
立
図
書
館
の
所
蔵
す
る
B
五
九
と
い
う
番

号
を
有
す
る
「
西
ヨ
ー
タ
法
」
の
古
写
本
に
付
属
し
て
い
た
も
の
で

（
10
）

あ
る
。
こ
の
他
に
同
様
の
写
本
が
複
数
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
校
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
コ
リ
ン
と
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
は
、
こ
の
規
則
に
余
り
重
き
を
置
い
て

い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
れ
に
関
す
る
解
説
は
数
行
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
一
三
四
四
年
の
日
付
を
見
る
こ
と
が
で

（
12
）

き
る
。

　
次
に
、
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
に
付
属
す
る
と
い
う
指
摘
に
関
す
る
も

の
に
つ
い
て
述
べ
る
。
著
者
（
Z
界
零
畠
目
き
）
は
、
冒
頭
に
エ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ク
ホ
ル
ム
（
国
喜
9
ヨ
）
が
こ
の
規
則
を
西
ヨ
ー
タ
法
の
産
物
と
す

る
こ
と
を
全
く
不
確
か
な
こ
と
と
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

　
ベ
ッ
ク
マ
ン
は
写
本
を
下
記
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

　
一
、
西
ヨ
ー
タ
版
（
＜
舘
鼠
9
葵
お
血
舞
二
〇
ロ
）

　
　
A
く
こ
田
B
ω
實
似
ω
酢
①
累
一
①
x
“
O
o
α
。
＝
o
一
B
’
ゆ
●
㎝
P
O

　
　
　
一
ω
謡
・

　
　
B
　
O
＆
●
d
冨
．
ω
8
し
四
〇
〇
年
代
始
め
。

　
　
G
　
9
α
。
口
嘗
し
記
ユ
五
〇
〇
年
代
始
め
。

　
　
L
　
O
o
阜
鵠
o
一
幹
ゆ
“
二
五
〇
〇
年
代
始
め
。
ウ
ッ
プ
ラ
ン

　
　
　
ド
書
法
に
よ
る
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
手
に
な
る
。

　
二
、
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
・
テ
キ
ス
ト

　
　
C
　
O
＆
●
d
冨
’
ω
一
・
。
三
四
〇
〇
年
代
始
め
。

　
　
D
O
O
α
・
＝
O
一
ヨ
’
ω
ミ
●

　
　
E
O
O
α
。
＝
O
一
ヨ
●
い
血
。
＞
き
O
磯
㊤
菊
渉
α
ゴ
⊆
9
ρ
一
合
O
。

　
　
H
l
　
O
O
俳
oD
ざ
包
8
9
『
認
o
。
8
一
◎
一
五
〇
〇
年
代
半
ば
。

　
　
H
2
　
0
0
9
0D
ざ
ざ
o
馨
段
N
曽
8
一
’
一
五
〇
〇
年
代
半
ば
。

　
三
、
X

　
　
F
　
9
阜
＝
o
ぎ
5
ω
§
一
五
〇
〇
年
代
始
め
。

　
　
I
　
O
o
F
＝
o
一
ヨ
こ
覆
5
震
鉦
話
酔
＝
五
〇
〇
年
代
始
め
。

　
　
K
　
9
阜
C
霧
●
ω
G。
o

。
二
五
〇
〇
年
代
終
わ
り
。

　
四
　
〇
訂
q
巴
≦
謎
昌
島
図
一
ざ
曽
に
あ
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
著
者
の
引
用
す
る
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
・
テ
キ
ス
ト
の
E
の
全
文
を
本

稿
の
末
尾
に
転
記
し
た
。

　
二
、
規
則
の
内
容

　
そ
の
内
容
は
、
（
1
）
裁
判
官
た
り
得
る
資
格
、
（
2
）
裁
判
官
の

審
理
の
方
法
、
（
3
）
裁
判
官
の
倫
理
的
態
度
、
及
び
（
4
）
裁
判
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官
と
神
と
の
関
係
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
1
）
裁
判
官
の

資
格
と
し
て
は
、
「
法
と
不
法
と
の
違
い
を
知
り
、
そ
し
て
す
べ
て

正
し
い
こ
と
を
行
い
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
決
し
て
行
わ
ず
、
そ
し

て
、
熟
慮
と
勤
勉
と
礼
儀
正
し
さ
と
完
壁
な
行
動
に
よ
り
法
を
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
審
理
の
方
法
と
し
て
は
、
原
告
、
被
告
及
び
証
人
を
審
理
し
、

審
理
に
当
た
っ
て
は
、
原
告
（
告
訴
者
）
が
誰
に
対
し
て
、
事
件
の

内
容
、
理
由
、
被
害
内
容
、
被
害
の
場
所
、
犯
罪
の
個
数
、
犯
罪
の

回
数
、
犯
罪
の
性
質
、
及
び
犯
罪
の
時
間
を
調
べ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
同
様
に
、
被
告
及
び
証
人
に
つ
い
て
も
、
「
被
告
が
誰
か
、
証

人
が
誰
か
、
第
二
に
何
を
訴
え
、
何
を
防
御
し
、
何
を
証
言
し
た
か
、

第
三
に
誰
を
訴
え
、
誰
に
防
御
し
、
誰
に
証
言
し
た
か
、
第
四
に
何

度
訴
え
、
防
御
し
、
証
言
し
た
か
、
第
五
に
何
故
訴
え
、
答
弁
し
、

証
言
し
た
か
、
第
六
に
ど
の
よ
う
に
訴
え
、
答
弁
し
、
証
言
し
た

か
。
」
を
調
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ベ
ッ
ク
マ
ン
に
よ
る
と
、
こ

の
部
分
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
点
（
ト
ピ
カ
）
の
引
き
写
し
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

あ
り
、
作
者
が
ス
コ
ラ
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
る
。

（
3
）
裁
判
官
の
倫
理
的
態
度
と
し
て
は
、
「
裁
判
官
が
回
避
す
べ
き

四
つ
の
事
柄
が
存
在
す
る
。
一
は
愛
、
二
は
憎
し
み
、
三
は
贈
り
物
、

四
は
恐
怖
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
4
）
裁
判
官
と
神
と
の
関

係
で
は
、
「
お
ま
え
を
人
々
の
前
に
裁
判
官
と
し
て
差
向
け
て
い
る

の
は
、
唯
一
、
神
だ
け
で
あ
る
。
お
ま
え
の
す
べ
て
の
判
決
に
際
し

て
神
を
恐
れ
よ
。
何
と
な
れ
ば
、
神
が
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
お
ま
え
が
裁
か
れ
る
よ
う
に
判
決
を
す
る
な
と
。
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
四
点
を
前
稿
に
お
い
て
紹
介
し
た
シ
ュ
ロ
デ
ー
ロ
及
び
ペ

ト
リ
の
裁
判
官
規
則
（
以
下
規
則
A
と
呼
ぶ
）
と
比
較
す
る
と
、
今

回
紹
介
す
る
裁
判
官
規
則
（
以
下
規
則
B
と
呼
ぶ
）
は
、
全
体
が
短

い
こ
と
が
自
明
で
あ
る
ほ
か
、
記
述
が
具
体
的
、
一
般
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
（
1
）
な
い
し
（
4
）
の
順
序
で
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

れ
を
み
る
と
、
（
1
）
に
つ
い
て
規
則
A
は
、
「
何
が
法
で
あ
る
か
を

知
る
こ
と
に
全
力
を
つ
く
し
…
…
」
（
第
一
）
、
「
法
律
を
正
確
に
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
六
、
）
と
し
て
お
り
、
規
則
B
の
述
べ

る
後
半
の
部
分
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
（
2
）
に
つ
い
て
規
則
A

は
、
当
時
の
訴
訟
手
続
き
に
基
づ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
お
り
、
規
則

B
は
、
い
わ
ば
規
則
A
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
状
態
を
具
体
的
、
即
物

的
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
規
則
A
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
痕
跡
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ア
ル
ム
ク
ウ
ィ
ス

ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
規
則
B
と
は
対
照
的
に
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

マ
の
古
典
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る
。
（
3
）
に
つ
い
て
規
則
B
が

述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
規
則
A
が
、
「
裁
判
官
は
、
そ
の
職
務
に
よ

っ
て
一
般
の
最
善
を
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
訂
ら
の
最
善
を
求
め
る
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スゥェーデン「裁判官規則」（二）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

べ
き
で
は
な
い
。
」
（
第
三
）
と
抽
象
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
比
べ

て
、
極
め
て
具
体
的
で
あ
る
。
（
4
）
に
つ
い
て
は
規
則
A
と
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

B
と
の
間
に
相
違
は
な
い
。

　
著
者
は
、
こ
の
裁
判
官
規
則
の
作
者
を
聖
職
者
で
あ
る
と
推
定
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
北
欧
の
裁
判
所
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
裁

判
官
の
訴
訟
指
揮
を
前
提
に
し
て
い
て
、
教
会
裁
判
所
の
糾
問
手
続

に
出
会
う
こ
と
。
当
時
の
北
欧
の
裁
判
所
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
証
人

の
供
述
証
拠
の
発
達
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
、
規
則
B
に
よ
る
と

当
事
者
の
内
心
に
多
面
的
に
入
り
込
む
こ
と
を
裁
判
官
の
職
責
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
西
ヨ
ー
タ
地
域
の
裁
判
所
に
は
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
作
者
は
カ
ノ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ス
コ
ラ
学
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
著
者
は
い
う
。
そ
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
の
よ
う
に
古
い
時
代
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
に
対
し
て
、
中
世
の
学
者
で
あ
る

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
あ
り
、
か
つ
リ
ン
チ
ェ
ピ
ン

の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
す
る
シ
ュ
ッ
ク
の
見
解
を
紹
介
し
て

（
2
2
）

い
る
。

　
こ
の
事
実
は
、
カ
ノ
ン
法
学
が
ス
カ
ラ
で
は
な
く
ウ
プ
サ
ラ
で
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
規
則
B
が
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
に
属

す
る
こ
と
を
指
示
す
る
と
著
者
は
指
摘
し
、
更
に
、
当
時
ウ
プ
サ
ラ

の
大
司
教
で
、
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
の
編
纂
者
で
も
あ
る
ア
ン
ド
レ
ア

ス
・
ア
ン
ド
（
＞
＆
お
霧
＞
＆
）
と
い
う
指
導
的
人
物
の
存
在
を

　
　
　
　
（
2
3
）

指
摘
し
て
い
る
。

　
最
後
に
著
者
は
規
則
B
に
使
用
さ
れ
て
い
る
語
彙
の
分
析
か
ら
、

こ
れ
が
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
に
属
す
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
と
し
て

（
2
4
）

い
る
。
ひ
と
つ
は
、
訴
訟
当
事
者
を
意
味
す
る
注
け
巴
き
α
ρ
ω
＜
震
－

曽
＝
号
は
西
ヨ
ー
タ
法
に
は
な
く
、
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
に
あ
る
と
い

う
こ
と
、
次
に
、
葵
毘
ヨ
邑
一
讐
『
8
酔
臭
巽
舘
叶
と
い
う
表
現
は
、

ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
の
序
文
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の

他
、
西
ヨ
ー
タ
と
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
発
音
と
表
現
の
相
違
が
触
れ
ら

れ
て
い
る
。

　
解
題
の
最
後
に
、
規
則
A
と
規
則
B
が
ど
う
い
う
関
係
に
立
つ
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
ペ
ト
リ
の
裁
判
官
規
則
（
こ
こ
で
の
規
則

A
）
は
中
世
の
裁
判
官
規
則
（
こ
こ
で
の
規
則
B
）
か
ら
の
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク
は
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
）
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
裁
判
官
規
則
」
（
翻
訳
及
び
改
題
）
、
法
学
研

究
七
一
巻
一
〇
号
、
九
五
頁
以
下
。

（
2
）
O
α
ω
＄
＝
霧
の
①
一
げ
R
堕
国
o
B
需
＆
一
仁
ヨ
一
ω
＜
雪
葵
母
欝
三
ω
－

8
ユ
鉾
一
〇
〇
Q
P
づ
P
N
O
－
曽
●

（
3
）
　
以
下
き
ミ
こ
薯
』
O
隼
及
び
雰
＞
’
冒
o
象
9
匹
雪
自
一
葵
帥

轟
辞
葵
笹
一
〇
5
㌣
惹
¢
ロ
巳
。
」
8
8
℃
P
ω
爵
h
に
よ
る
Q

（
4
）
》
ざ
寓
o
ぎ
富
。
F
く
勘
蝉
α
o
ヨ
巽
お
巴
9
零
ω
冨
ξ
痒
辞
陣
一
－

一
爾
コ
四
α
＞
図
〇
一
＝
餌
鴨
【
ω
貸
α
ヨ
、
一
8
0
0
噛
P
辱
ρ
＝
9
①
N
電
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（
5
）
　
本
稿
末
尾
の
対
照
原
文
を
参
照
。
用
字
の
著
し
く
異
な
っ
て
い

　
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
6
）
U
出
．
ω
．
O
o
一
一
ぎ
卸
U
b
」
。
ω
〇
三
旨
o
き
O
o
∈
仁
ω
一
仁
冨

ω
自
①
o
I
O
o
8
毎
目
＞
旨
δ
巳
｝
一
Go
＜
o
一
ω
↓
一
〇〇
ミ
山
oo
ミ
。

（
7
）
∪
。
＝
。
ω
。
O
o
＝
ぎ
俸
U
，
ρ
匂
。
ω
o
び
一
旨
0
5
9
α
①
×
冨
冨
＜
①
ω
亭

鵬
o
寓
9
2
B
⇒
o
賦
ω
R
一
試
o
一
ω
”
＜
餌
岳
ω
一
①
9
一
〇
巳
び
島
矧
巴
o
ω
器
旨
ω
）

一
〇
窪
巳
o
ロ
ω
ω
一
旨
一
ω
碧
言
9
0
ぎ
仁
ω
昌
o
ヨ
冒
信
ヨ
實
o
實
一
〇
ε
ヨ
。

≦
①
ω
鼠
α
＄
”
一
四
鵬
o
戸
ω
8
良
げ
o
一
ヨ
堕
一
〇〇
曽
■

（
8
）
　
き
ミ
こ
℃
℃
』
8
－
8
合
き
鼠
こ
℃
P
図
図
く
月
い
図
＝
囲
●
原
文
は

本
稿
末
尾
に
添
付
。

（
9
）
2
ω
窪
一
一
鴇
き
一
①
o
ζ
一
亮
胃
9
0
感
5
α
δ
陳
m
簿
弩
o
’

（
1
0
）
　
U
出
，
ω
．
O
o
＝
ヨ
帥
U
6
●
q
’
ω
〇
三
旨
①
5
0
サ
織
、
．
も
。
一
図
H
一
い

　
な
お
、
西
ヨ
ー
タ
法
典
を
含
む
写
本
は
、
次
の
五
つ
の
部
分
に
分
け

　
ら
れ
て
い
る
。

　
　
一
、
二
二
世
紀
の
前
半
に
現
存
の
形
で
編
纂
さ
れ
た
古
い
西
ヨ
ー

　
タ
法
典

　
二
、
二
二
世
紀
の
末
に
編
纂
さ
れ
た
新
し
い
西
ヨ
ー
タ
法
典

　
三
、
一
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ぴ
『
α
㊦
臨
三
　
〇
蓉
震
宮
R
o
3

　
塁
8
畠
三
罐
弩
と
し
て
製
本
さ
れ
た
内
容
の
異
な
る
法
典

　
四
、
後
世
の
人
の
手
に
な
る
写
本
群
「
著
者
不
明
の
様
々
な
記

　
録
」

　
五
、
西
ヨ
ー
タ
ラ
ン
ド
か
ら
の
国
王
の
収
入
に
関
す
る
文
書

　
∪
●
頃
●
ω
．
O
o
一
一
言
俸
U
●
ρ
『
．
ω
〇
三
旨
①
さ
O
博
．
竃
、
こ
O
P
一
一
図
－

　
い
図
。

（
n
）
　
規
則
本
文
の
注
に
K
、
D
、
勾
①
o
の
三
種
類
の
写
本
と
の
校
合

　
が
記
さ
れ
て
い
る
。
K
は
ウ
プ
サ
ラ
王
立
学
士
院
図
書
館

　
（
国
8
賢
＞
5
号
巨
－
匪
巨
一
〇
浮
①
ぎ
二
d
も
冨
巴
餌
）
所
蔵
の
写
本

　
に
、
D
は
王
立
図
書
館
所
蔵
の
写
本
B
5
9
に
、
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て

　
い
る
も
の
を
指
す
。
菊
①
o
に
つ
い
て
は
現
在
手
元
に
資
料
が
な
く
、

不
明
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
U
出
9
ω
’
O
o
一
一
営
俸
O
。
ρ
9
ω
o
巨
旨
①
ぴ
O
辱
織
罰
O
P

い
ζ
戸
図
図
遷
く
●
「
テ
キ
ス
ト
の
理
解
に
資
す
る
基
本
的
な
も
の

　
以
外
の
相
違
の
指
摘
は
必
要
な
い
と
考
え
る
。
」
（
、
ミ
繕
）
P

一
図
目
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
）

（
1
3
）
　
国
犀
『
o
一
ヨ
一
く
一
α
げ
①
B
8
感
の
け
①
霧
o
o
げ
』
o
げ
四
昌
巳
什
ヨ
望
口
ざ
昌
ω

鎖
葺
①
良
三
口
鴇
二
8
α
震
げ
o
一
目
一
8
ω
一
ω
ω
㎝
O
．
（
＝
o
一
ヨ
び
9
犀
鴇
O
サ

竃
“
P
旨
8
未
見
。

（
14
）
　
Z
象
．
切
①
畠
ヨ
餌
P
＜
帥
声
ヨ
①
α
①
圧
α
曽
α
o
日
貰
o
話
鵬
一
①
ぴ

＞
爵
貯
ま
『
口
9
象
葵
窪
o
一
〇
鷺
＜
o
一
●
o
o
ρ
℃
P
一
蜜
山
紹
・
記
号
に

　
つ
い
て
筆
者
に
は
一
部
不
明
の
も
の
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
導
ミ
こ
℃
P
一
竃
山
①
9

（
1
6
）
　
き
疑
こ
P
一
臼
●
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
版
の
規
則
で
は
、
審
理
す
べ

　
き
こ
と
の
数
は
七
に
な
っ
て
い
て
（
き
ミ
こ
P
屋
μ
8
冨
O
o
ご
、

　
そ
れ
は
丁
度
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
〇
三
ω
ぎ
　
〇
三
亀
”
q
σ
声

ρ
ε
び
島
窪
益
房
ぎ
2
蔦
）
ρ
5
ヨ
＆
息
及
び
ρ
仁
き
α
葛
の
七
個

　
に
対
応
す
る
と
い
う
。
な
お
、
西
ヨ
ー
タ
版
で
は
、
本
文
に
引
用
し

　
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
六
で
と
ま
っ
て
い
て
、
前
後
の
意
味
の
理
解
に

　
は
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
版
の
方
が
理
解
し
や
す
い
。
本
稿
一
五
二
頁
参
照
。

（
1
7
）
　
以
下
本
文
段
で
の
規
則
A
の
引
用
は
、
坂
田
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

裁
判
官
規
則
」
（
翻
訳
及
び
解
題
）
、
法
学
研
究
七
一
巻
一
〇
号
一
〇

　
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
1
8
）
　
』
四
p
国
ユ
o
≧
ヨ
ρ
三
の
“
U
o
ヨ
巽
o
お
鞄
①
び
一
3
ド
O
●
曽
）
＝
o
け
①

　
斜
及
び
も
』
ρ
ぎ
冨
帥
9
ペ
ト
リ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響

　
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。
O
＝
5
コ
巴
日
●
≦
8
二
P
　
一
巳
a
三
コ
堕

　
9
き
ω
℃
①
鼠
（
ρ
ヨ
≦
Φ
ω
謡
口
①
F
ン
ω
ξ
一
津
R
一
ξ
＜
巴
噂

　
Z
讐
ξ
o
o
『
国
巳
霊
び
一
8
0
0
曽
O
」
一
9
。
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スウェーデン「裁判官規則」（コ

（
1
9
）
　
規
則
A
は
、
こ
の
他
、
前
文
で
「
虚
偽
の
判
決
を
行
わ
な
い
」
、

第
四
で
「
多
額
の
罰
金
を
取
得
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
法
律
を
執
行

　
す
る
こ
と
は
、
神
に
対
し
て
危
険
に
も
立
ち
向
か
う
こ
と
で
あ
る
し
、

第
八
で
「
邪
悪
で
不
公
正
な
裁
判
官
の
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
優
れ
た

　
法
律
は
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
。

（
2
0
）
　
同
上
法
学
研
究
七
一
巻
一
〇
号
一
〇
二
頁
、
前
文
参
照
。
な
お
、

　
規
則
B
に
お
け
る
こ
の
部
分
は
明
ら
か
に
マ
タ
イ
伝
の
山
上
の
垂
訓

　
（
七
章
一
節
参
照
）
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
。
ω
①
畠
ヨ
餌
P
　
O
冒

　
亀
、
こ
P
一
〇
8
コ
o
什
Φ
q
、

（
2
1
）
　
Z
象
●
ω
①
o
犀
日
四
P
O
博
。
9
、
こ
O
P
一
〇
〇
臣

（
2
2
）
　
ω
9
冒
F
留
巨
震
窪
図
戸
O
O
」
臼
R
が
指
示
さ
れ
て
い

　
る
が
、
筆
者
に
は
不
明
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
も
不
明
。

（
2
3
）
　
Z
鉾
ω
①
9
ヨ
9
。
戸
O
サ
ミ
こ
℃
」
曾
●
中
世
の
司
教
区
は
、

　
ウ
プ
サ
ラ
（
d
℃
℃
脇
5
）
、
リ
ン
チ
ェ
ピ
ン
（
い
ぎ
開
α
℃
嘗
㎎
）
、
ス
カ

　
ラ
（
ω
犀
巽
m
）
、
ス
ト
レ
ン
グ
ネ
ス
（
ω
賃
餌
口
騎
口
舘
）
、
ヴ
ェ
ス
テ
ロ

　
ー
ス
（
く
似
ω
冨
醇
ω
）
、
ヴ
ェ
ク
シ
ェ
ー
（
く
餌
×
遂
）
、
オ
ー
ボ

　
（
漸
び
o
）
の
七
箇
所
に
置
か
れ
て
い
た
。
（
O
薗
＝
器
器
∈
R
堕
　
O
菊

　
亀
登
P
ε
　
　
そ
し
て
、
ス
カ
ラ
は
西
ヨ
ー
タ
の
中
心
地
、
ウ
プ

　
サ
ラ
は
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
中
心
地
で
あ
る
。
ウ
ッ
プ
ラ
ン
ド
法
に
つ

　
い
て
は
、
O
。
国
”
ω
ω
①
一
び
震
堕
O
辱
亀
罰
℃
O
』
㌣
認
に
よ
る
と
一
二

　
九
六
年
の
日
付
の
あ
る
写
本
が
あ
り
、
そ
の
布
告
文
に
そ
の
地
方
の

　
貴
族
、
農
民
、
ラ
ー
グ
マ
ン
及
び
裁
判
官
で
構
成
す
る
委
員
会
が
制

定
作
業
を
行
い
、
ア
ン
ド
が
書
記
を
務
め
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

　
ア
ン
ド
は
パ
リ
大
学
に
学
び
、
カ
ノ
ン
法
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う
。

（
2
4
）
　
Z
簿
。
ω
①
畠
日
曽
P
O
辱
9
妹
こ
℃
P
一
爵
｛
h

（
2
5
）
　
＞
ざ
＝
9
ヨ
げ
ぎ
F
O
辱
ミ
こ
も
。
ミ
P
続
け
て
ホ
ル
ム
ベ
ッ

　
ク
は
、
ペ
ト
リ
の
裁
判
官
規
則
が
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て

　
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
≧
ヨ
ρ
三
貫
　
O
サ
　
ミ
9
も

∪
眞
窃
＄
か
ら
の
引
用
を
数
多
く
注
記
し
て
い
る
。

裁
判
官
規
則
（
仮
訳
・
大
意
）

　
U
出
’
ω
b
o
一
一
ぎ
ω
俸
0
6
’
』
●
ω
o
巨
旨
Φ
さ
O
鳩
■
亀
》
O
℃
』
8
－
N
漣

（
客
浮
畠
ヨ
餌
P
O
褥
ミ
●
も
P
一
謹
山
3
と
対
照
。
括
弧
内
に
異

同
を
示
す
。
ま
た
、
原
文
に
は
各
写
本
の
間
の
異
同
に
つ
い
て
詳
細

な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
能
力
の
問
題
も
あ
り
、
紹
介
を

省
略
し
た
。
）

　
［
本
文
］

　
正
し
い
裁
判
官
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
三
つ
の
神
の
恩
寵
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
「
＊
」
法
と
不
法
と
の
違
い
を
知
り
、

（
2
）

［
＊
］
す
べ
て
正
し
い
こ
と
を
行
い
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
決
し
て

行
わ
ず
、
そ
し
て
、
熟
慮
と
勤
勉
と
礼
儀
正
し
さ
と
完
壁
な
行
動
に

よ
り
法
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
い
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

決
を
出
す
べ
き
者
は
、
［
＊
］
原
告
及
び
被
告
、
そ
し
て
更
に
証
人

を
も
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
三
人
を
審
理
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
が
、
第
一
に
原
告
に
つ
い
て
、
彼
が
［
訴
え
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
は
何
か
、
彼
が
訴
え
る
こ
と
の
］
で
き
る
も
の
は
何
か
、
即
ち
、

彼
が
遊
び
半
分
で
訴
え
て
い
る
の
か
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
訴
え
て
い
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る
の
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
彼
に
何
が
な
さ
れ

た
の
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
あ
る
罪
は

重
く
、
あ
る
罪
は
軽
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
町
で
そ
れ
が
彼

に
対
し
て
な
さ
れ
た
か
も
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ

ば
、
犯
罪
が
同
じ
に
見
え
た
と
し
て
も
、
他
の
町
で
は
罪
の
重
い
こ

と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
犯
罪
の
個
数
を
審
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
犯
罪
は
数
多
く
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
数
少
な
く
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
た

犯
罪
の
回
数
も
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
犯
罪

は
、
一
回
だ
け
な
さ
れ
た
と
き
よ
り
は
頻
繁
に
な
さ
れ
た
と
き
の
方

が
厳
し
い
義
務
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
ど
の
よ
う
に
行
為

が
な
さ
れ
た
か
［
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
軽
率
な
行
為
か
ら
な
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
か
ど
う
か
も
審
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
］
彼
は
ま
た
何
回
そ

れ
が
な
さ
れ
た
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

回
数
に
応
じ
て
人
間
の
責
任
は
増
加
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
原

告
を
い
か
に
審
理
す
る
か
に
つ
い
て
今
述
べ
た
こ
と
は
、
同
様
の

　
（
6
）

［
理
由
］
に
つ
い
て
被
告
及
び
証
人
に
つ
い
て
も
審
理
さ
れ
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
な
ら
な
い
。
原
告
、
被
告
及
び
証
人
に
つ
い
て
、
［
＊
］
原
告
が

誰
か
、
被
告
が
誰
か
、
証
人
が
誰
か
、
第
二
に
何
を
訴
え
、
何
を
防

御
し
、
何
を
証
言
し
た
か
、
第
三
に
誰
を
訴
え
、
誰
に
防
御
し
、
誰

に
証
言
し
た
か
、
第
四
に
何
度
訴
え
、
防
御
し
、
証
言
し
た
か
、
第

五
に
何
故
訴
え
、
防
御
し
、
証
言
し
た
か
、
第
六
に
ど
の
よ
う
に
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

え
、
防
御
し
、
証
言
し
た
か
［
＊
］
。
こ
の
三
［
人
の
後
で
、
］
裁
判

官
は
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
裁
判
官
が
回
避
す
べ
き

四
つ
の
事
柄
が
存
在
す
る
。
一
は
愛
、
二
は
憎
し
み
、
三
は
贈
り
物
、

四
は
恐
怖
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
こ
の
四
つ
を
克
服
し
な
く
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ら
な
い
。
そ
し
て
、
裁
判
官
は
［
＊
］
地
上
の
人
を
強
く
愛
し
て
は

な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
被
告
が
自
分
の
父
親
の
殺
人
者
で
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

も
［
そ
れ
に
邪
魔
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
］
お
ま
え
は
、
不
正
な
判

決
を
宣
告
す
る
よ
う
に
、
地
上
の
財
産
を
買
い
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
は
恐
怖
で
あ
る
。
お
ま
え
は
、
何
物
を
も
、
お
ま
え
の
財
産
も

お
ま
え
の
生
命
も
恐
れ
ず
、
た
だ
神
の
み
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
汝
、
裁
判
官
よ
、
地
上
の
愛
、
憎
し
み
、
贈
り
物
又
は
恐
怖
が

ど
の
よ
う
に
働
く
か
を
考
え
よ
。
お
ま
え
を
人
々
の
前
に
裁
判
官
と

し
て
差
向
け
て
い
る
の
は
、
唯
一
、
神
だ
け
で
あ
る
。
お
ま
え
の
す

べ
て
の
判
決
に
際
し
て
神
を
恐
れ
よ
。
何
と
な
れ
ば
、
神
が
次
の
よ

う
に
言
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
ま
え
が
裁
か
れ
る
よ
う
に
判
決
を

　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
る
な
と
。
［
＊
］
何
と
な
れ
ば
、
神
が
裁
く
と
き
、
何
者
も
そ
の

前
に
隠
れ
る
こ
と
は
な
く
、
全
能
の
裁
判
官
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
。

彼
は
天
国
、
地
上
及
び
地
獄
に
お
い
て
裁
き
を
行
う
。
彼
は
、
全
て

の
裁
判
官
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
よ
う
に
判
決
を
地
上
に
お

い
て
行
わ
せ
、
天
国
に
自
ら
奉
仕
す
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
ア
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スウェーデン「裁判官規則」（二）

ー
メ
ン
。

（
1
）
　
ω
Φ
畠
B
き
「
第
一
に
」

（
2
）
　
ω
。
良
B
き
「
第
二
に
」

（
3
）
ω
①
良
旨
き
「
正
し
く
、
三
人
の
者
、
第
一
に
」

（
4
）
　
ω
①
畠
ヨ
き
に
こ
の
部
分
は
な
い
。

（
5
）
　
OO
①
簿
B
き
「
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

あ
る
者
は
軽
率
さ
か
ら
、
ま
た
あ
る
者
は
意
志
と
長
期
の
準
備
を
し

　
て
、
ま
た
あ
る
者
は
過
失
に
よ
り
行
為
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
」

（
6
）
　
ω
①
畠
ヨ
き
「
事
実
」

（
7
）
　
ω
①
良
B
碧
「
七
個
の
理
由
に
つ
い
て
調
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
第
一
は
、
」

（
8
）
　
ω
Φ
警
ヨ
き
「
第
七
に
何
時
訴
え
、
防
御
し
証
言
し
た
か
」

（
9
）
　
ω
①
良
B
き
「
つ
の
理
由
の
後
で
、
原
告
、
被
告
、
証
人
に
」

（
1
0
）
　
ω
①
良
ヨ
き
「
不
正
を
行
う
ほ
ど
に
」

（
n
）
　
ω
①
良
ヨ
習
「
裁
判
を
行
う
と
き
に
憎
し
み
を
持
た
ず
に
そ
れ

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
の
も
の
に
対
し
て
、
」

（
1
2
）
　
ゆ
①
良
B
き
「
何
と
な
れ
ば
、
一
人
一
人
の
裁
判
官
は
怖
れ
を

　
も
っ
て
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

（
補
注
）
　
ベ
ッ
ク
マ
ン
で
は
き
鼠
昌
三
辞
R
∋
⊆
昌
溶
霧

　
と
な
っ
て
い
る
。

（
傍
線
筆
者
）

裁
判
官
規
則
原
文
対
照
表

　
上
段
が
ω
〇
三
旨
段
の
も
の
、
下
段
（
イ
タ
リ
ッ
ク
）
が
ω
Φ
良
ー

ヨ
餌
⇒
の
も
の
。
（
－
－
ー
）
は
そ
の
片
方
に
欠
如
し
て
い
る
部
分
を
示

す
。
又
、
前
者
で
は
f
を
s
に
変
え
た
他
は
原
文
を
そ
の
ま
ま
採
録

し
た
。
後
者
で
は
全
文
を
イ
タ
リ
ッ
ク
に
変
え
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ

ク
に
下
線
を
引
く
こ
と
で
区
別
し
た
。

∩
o
弓
泰
ξ
『
一
Q
り
ω
一
』
8
－
α
q
o
一
〇
ε
ヨ
き
二
ぬ
β
＜
○
一
。
一
’

∩
o
α
窪
一
ξ
箭
＜
。
。り
嘗
o
o
q
o
＝
o
朗
≦
8
齢
o
q
α
臼
閥
一
譜
8

巽
α
q
う
8
畦
P
＝
し
り
ひ
∩
o
＝
凶
コ
0
9
0
麿
○
旨
しo
o
巨
旨
9

Qo
ε
o
貯
『
○
一
ヨ
’
一
〇〇
P
S
『
○
。り
N
。
＝
帥
o
q
q
q
q
。
り
q
α
ヨ
ψ
℃
，
P
Oo
P
I
い
O
井

一
く
，
旨
O
R
＝
＞
ロ
9
0
『
厨
く
”
『
る
O
＞
α
昌
O
蜜
二
〇
昌
8
辱

－
－
1
≧
。
り
『
…
α
Q
餌
＞
日
。
雪
5
窓
円
亀
○
蚕
且
3
円
度
寅
。
（
喬
）
薯
’

　
　
P
O
P
I
P
O
劃

「
岱
ミ
ミ
傷
誉
、
、
ミ
匙
織
o
ミ
ミ
ミ
爵
融
、

」
、
鳶
く
達
、
≧
o
ミ
』
騨
藁
9
0
鷺
目
誌
ミ
＆
亀
ミ
鳴
竪
§
魯
、

（
ミ
蔵
貸
寒
、
誌
ミ
§
誉
ぴ
§
誉
、
）

卜
§
亀
』
ミ
鈎
、
廓
ミ
ヘ
ー
ま
9
ミ
≧
匙
鮮
亡
o
亀
寒
ミ
自
嵩
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ε
く
ヨ
O
O
ヨ
騨
声
（
囚
）

§
栽
o
ミ
ミ
亀
ミ
き
偽
ミ
、
鼠

＝
≦
震
霜
露
円
α
o
ヨ
舘
ユ
＆
一
≦
舘
『
8
◎
げ
窪
。
り
『
巴
げ
壁
舘
ロ
一
αq
α。
露

　
　
　
　
『
き
旨
口
昌
一
霊
融
α
q
＆
冨

鳶
言
、
ミ
、
、
、
さ
ミ
亀
僑
ミ
N
ミ
ミ
匙
＼
顎
§
纂
ミ
、
ミ
馬
躇
靭
諒
§
§

　
　
　
　
ミ
・
o
哉
恥
ミ
ξ
蕎
皇
“
＼

（
1
－
－
－
－
－
－
：
；
－
－
－
－
－
：
）

誉
這
簿
ミ
詮
§

犀
＝
昌
ロ
舘
。
り
紅
毘
ヨ
巴
ξ
ヨ
円
碧
O
o
≦
『
聾
．

ぎ
隠
ミ
防
ミ
無
ミ
箋
禽
、
ミ
o
さ
ミ
ミ
＼

（
－
－
－
－
－
ー
－
－
－
－
－
；
－
－
－
－
－
）

」
鳶
ミ
ミ
ミ
N
ミ
尋
匙
鳶
防
勘
ミ

臭
＆
…
8
餌
＝
一
U
聾
『
聾
§
o
。
聾
。
二
9
毒
§

ミ言ミミ

言
・
ミ
ミ
＼
8
偽
碁
庸
麓
醤
ミ
＼

o
犀
讐
露
§
言
2
一
ざ
ヨ
§
一
．
ヨ
島
百
弱
昌
o
脚
ヨ
＆
薗
ヨ
呂
す
一
．

目ミ

匙
ミ
黛
ミ
評
§
纂
ミ
ミ
§
、
ミ
§
ミ
N
ミ
凶
ミ
亀
昏
o
§
馬

臭
o
円
号
舘
昌
霜
3
B
∂
邑
。
り
。
●
o
犀
α
q
宙
ヨ
巳
話
o
q
一
馨
＄
置
ざ
ヨ
。
一
。・
p

o
急
o
ミ
評
禽
§
、
黛
ミ
醤
鳶
欝
＼
8
隠
、
ミ
誌
禽
ミ
誉
N
ぎ
辱
ミ
鴇
＼

＝
≦
震
。
・
仁
B
§
一
§
昌
α
o
ヨ
。
・
ざ
一
く
一
〇
q
す
綿
■
『
窪
。
・
犀
巴
ま
§

9
尋
ぎ
旨
ミ
ミ
㌃
ミ
、
§
さ
ミ
紀
ミ
⑳
警
臭
こ
農
纂
ミ
ぎ
ミ

（
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
ー
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
↓

、
ミ
曼
慕
霜
ミ
婁
き
、
ミ
短
、
ミ
旨

一
一
一
一
”
一
〇
昌
α
鎗
W
O
一
ハ
　
gり
≦
”
『
①
口
α
勲
W
O
脚
　
1
＜
一
一
門
悶
凶
9

ミ～

ミ

槍
魯
象
旨
ミ
§
§
＼
象
防
ま
ミ
ミ
傷

Z
仁
ω
ζ
≡
き
℃
a
≦
舘
廿
婁
ぎ
q
。
身
裟
琶
巨
。
＆
＄
レ
ミ
無
す
§
≦
貰

　
　
　
ヨ
騨
昌

≧
ミ
簿
ミ
ミ
ぎ
悶
、
ミ
誉
霜
ミ
§
き
、
ミ
V
、
蚕
甦
ミ
、
ミ
趣
誉
評
モ
ミ

　
　
　
ミ
N
亀
、
尋
黛
ミ

ニ
一
邑
。
号
一
レ
ミ
碧
げ
き
ψ
襲
脚
宙
§

（
－
－
－
－
－
1
ー
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
）
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5
p
里
奮
じ
き
α
q
奮
『
す
聾
ヨ
範
α
一
羨
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